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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年２月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年５月２４日 ０７時４２分ごろ 

発生場所 高知県須崎
す さ き

市野
の

見
み

湾 

 土佐須崎港湾口東防波堤西灯台から真方位１０４°１,５７０ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°２２.３′ 東経１３３°１８.３′） 

事故の概要 プレジャーボートPFUTO
ピ ー フ ト

は、北北西進中、また、プレジャーボート

かなで丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

かなで丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の割損等を生じ、ま

た、PFUTO は、船首部の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年５月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート PFUTO、１.１トン 

   ２８２－２０２０８高知、個人所有 

   ６.１４ｍ（Lr）×１.９１ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、昭和５７年４月 

Ｂ プレジャーボート かなで丸、５トン未満 

   ２８２－１７９０５高知、個人所有 

   ４.３１ｍ（Lr）×１.４９ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、７.３０kＷ、平成１１年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５３歳 

   二級小型船舶操縦士 

      免許 登録日 平成１９年１０月２６日 

      免許証交付日 平成３０年４月１８日 

            （令和５年４月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許 登録日 平成２５年５月３０日 

    免許証交付日 平成３０年４月１８日 

           （令和５年５月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷、船底部に擦過傷 

Ｂ 左舷船尾外板に割損、船外機チラーハンドルに折損、両舷舷縁上

部に擦過痕 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０５時００分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人である同乗者２人を乗せ、

釣りの目的で令和２年５月２４日０５時１５分ごろ野見湾に向けて須

崎港の船だまりを出発した。 

 Ａ船は、須崎市戸
へ

島東方沖の釣り場で流し釣りを行ったのち、その

北方の ‘野見埼西方沖の別の釣り場’（以下「釣り場Ａ」とい

う。）に向けて０７時４０分ごろ、船長Ａが舵輪の後方に立って手動

操舵で操船に当たり、同乗者２人が前部甲板上で各自のクーラーボッ

クスに腰を掛け、約１０ノットの対地速力で北北西進した。 

船長Ａは、移動を開始した際、北方に船舶を見掛けなかったので、

前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、同じ針路で進んだ

後、１回の右転で‘養殖用のいかだ
．．．

’（以下「本件養殖いかだ
．．．

」とい

う。）とその北方の養殖いかだ
．．．

間の水路に入るつもりでいたところ、

左舷船首方に‘南進する１隻の漁船’（以下「本件漁船」という。）

を認めた。 

船長Ａは、本件漁船が、徐々に左転しており、このままの針路で

は、衝突のおそれがあるように見えたので、一旦右転して本件養殖い
．

かだ
．．

の西方に達したのち、左転してそれに沿って北進し、養殖いかだ
．．．

間の水路で再度右転して釣り場Ａに向かうことにした。 

Ａ船は、船長Ａが、本件漁船の動静に注意して右舵をとり、右転し

ながら本件漁船を見ていたところ、目前にＢ船を認め、慌てて全速力

後進及び右舵一杯としたが、０７時４２分ごろ、Ｂ船の左舷船尾部に

衝突して乗り上がり停船した。 

Ａ船は、同乗者の１人が携帯電話で１１８番通報し、船長Ａが、Ａ

船及びＢ船の損傷状況を確認後、船長ＢがＢ船の甲板上に倒れていた

ので１１９番通報した。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の船尾部を足で押したところ、Ｂ船がＡ船

から離れ、Ｂ船と共に‘須崎市野見の船だまり’（以下「本件係留

所」という。）に向かったのち、自力で帰航した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で０５時３０分ごろ

須崎港及び野見湾の釣り場に向け、‘知人の船’（以下「Ｃ船」とい

う。）と共に本件係留所を出発した。 

船長Ｂは、Ｃ船と別れ、須崎港の釣り場で釣りを行ったのち、０７

時００分ごろ‘角谷出シと称する浅瀬の南東方の釣り場’（以下「本
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件釣り場」という。）に至り、水深約２４ｍ付近に錨泊して船首を北

方に向けて船外機を停止し、釣りを開始した。 

船長Ｂは、十分な釣果があり、帰航予定時刻も迫っていたので、Ｃ

船の船長に電話連絡をし、一緒に帰航する目的で本件釣り場に来るよ

うに伝えた。 

Ｂ船は、Ｃ船が到着後、船長Ｂが船外機を始動させて錨索（約３０

ｍ）が伸出している方向と反方向に船首を向けて約５０ｍ前進し、錨

を水面に揚げたのち、船外機の機関を停止して漂泊状態とし、０７時

４２分ごろ、船首部に移動して人力により錨索及び錨の回収を行って

船首部の物入れに片付けていたところ、Ａ船が左舷後方から衝突し

た。 

船長Ｂは、衝撃で後方に倒れ、甲板上に後頭部を打ち、操船可能な

状況になかったので、本件釣り場で釣りをしていた船長Ｂの別の知人

が操船する船の同乗者がＢ船を操船し、Ａ船、Ｃ船とそれぞれ本件係

留所に向かい、岸壁で救急搬送され、病院で頭部打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ Ｂ船の錨、写真４ 野見湾の養殖いかだ
．．．

の様子 参照） 

 その他の事項 野見湾には、数多く養殖いかだ
．．．

が設置されており、同いかだ
．．．

で作業

する漁船の航行があった。 

船長Ａは、周囲の見張りについて、同乗者に依頼していなかった。 

 船長Ｂは、これまで、錨泊時のＢ船に向かってくる船がいなかった

ので、本事故時も錨泊中の船に向かってくる船はいないと思い、揚錨

作業開始直前に周囲の状況を確認していなかった。 

Ｂ船で行う揚錨作業は、浮き球をつなげた金属製の輪（直径約２０

cm）の中に錨索を通し、航走して錨索を引くことで抜錨させ、錨の爪

が同輪に届くと、錨が引っ掛かり、錨が水面に浮いた状態となり、そ

の後、漂泊状態として人力で回収し、開始から終了まで約２～３分要

した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ｂ船で行う揚錨作業 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、野見湾において、北北西進中、船長Ａが、本件漁船との衝

突を避けようと本件漁船を注視しながら右転したことから、Ｂ船に気

付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、本件漁船と衝突のおそれがあるように見えたことから、

本件漁船の動静に注意していて、Ｂ船に気付くのが遅れたものと考え

られる。 

Ｂ船は、野見湾において錨泊中、船長Ｂが、錨泊時にＢ船に向かっ

てくる船はいないと思い、揚錨作業を開始し、漂泊状態となった後も

船首部で作業に集中していたことから、Ａ船の接近に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、これまで、錨泊時のＢ船に向かってくる船がいなかった

ことから、錨泊時にＢ船に向かってくる船はいないと思っていたもの

と考えられる。 

原因 本事故は、野見湾において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が漂泊中、船

長Ａが、本件漁船との衝突を避けようと本件漁船を注視しながら右転

し、また、船長Ｂが、錨泊時にＢ船に向かってくる船はいないと思

い、揚錨作業を開始し、漂泊状態となった後も船首部で作業に集中し

ていたため、Ａ船がＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、他船を避ける目的で転針する際、転針する方向の安全を

確認した上で転針すること。 

・船長は、漁船の航行等がある海域で同乗者とともに釣りを行う

際、同乗者にも周囲の見張りに協力してもらうことが望ましい。 

・船長は、錨泊状態を終了して揚錨作業を行う際、周囲の状況を確

認した上で作業を開始すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の錨 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 野見湾の養殖いかだ
．．．

の様子 
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